
事務事業一元化の基本方針事務事業一元化の基本方針
１　基本原則
　　事務事業の一元化を図るにあたり、次のことを基本原則とします。
（１）新市としての一体性をできるだけ早く確保すること。
（２）住民福祉の向上に努めること。
（３）使用料・手数料や地方税などの負担が公平となるよう努めること。
（４）健全な財政運営に努めること。
（５）行政改革を推進する観点から事務事業の見直しに努めること。
（６）地域特性の尊重に努めること。

２　調整方針
　　基本原則に基づき、相模原市の制度を基準に統一・調整を図るものとし
ます。また各市町の制度のうち、地域特性を有するものや、合併後直ちに
統一・実施することで住民生活等に大きな影響があるものについては、経
過措置を設定するなど円滑な移行に向けた調整を図るものとします。
３　調整方針の区分
　　調整方針の決定にあたっては、次表に掲げる区分を基準として定めます。

４　事務事業の協議ランクと調整方針の決定区分
　　事務事業の調整方針は、次に掲げる協議ランクに応じた組織において決定するものとします。
　・ランクＡ　合併協議会で協議すべきもの
　・ランクＢ　専門部会、幹事会で協議し、合併協議会に報告するもの
　・ランクＣ　専門部会で協議し、幹事会、合併協議会に報告するもの

調整方針の具体例調整方針の区分
・現行のまま新市に引き継ぐ。①現行のまま存続現行

・合併時に相模原市の制度に統合する。
・合併時に相模原市の制度を適用する。②合併時に統合

統合

・合併後速やかに相模原市の制度に統合する。
・合併後速やかに相模原市の制度を適用する。
・合併後速やかに新市において検討する。

③速やかに統合

・合併後３年（５年）以内に相模原市の制度に統合する。
・合併後３年間（５年間）で相模原市の制度を適用する。
・合併後３年間（５年間）で段階的に相模原市の制度に統合する。
・合併後３年（５年）を目途に、新市において検討する。

④段階的に統合

・合併時に廃止する。
・合併後速やかに廃止する。
・合併後３年（５年）以内に廃止する。
・合併後３年間（５年間）で廃止する。
・合併後３年間（５年間）で段階的に廃止する。

⑤廃止の方向で調整廃止

※　経過措置の期間の設定については、原則として３年間とします。ただし、３年
間で統合することが極めて困難な場合は、５年間とします。
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相模原・津久井地域合併協議会 協議スケジュール�

※協議事項は、そのまま合併協定項目に移行することを想定していますが、協議の過程で適宜追加等を行うものとします。�
※協議会において、協議事項の協議が調わなかった場合には、継続協議として次回以降の会議に改めて諮るものとします。�
※各種事務事業の取扱いは、専門部会の調整状況を見ながら、随時幹事会、協議会に諮るものとします。�

合併協議会（協議・報告事項）合併協議会（協議・報告事項）�合併協議会（協議・報告事項）�
＜報告事項＞�
　◆規約・諸規程�
＜協議事項＞�
　◆事業計画及び予算�
　◆合併協定項目�
　１合併の方式�
　◆事務事業一元化の基本方針　　　�
＜その他＞�
　◆委嘱状交付・委員紹介�

＜協議事項＞�
　２合併の期日�
　３新市の名称�
　４新市の事務所の位置�
　３０合併市町村基本計画（作成方針）�

＜協議事項＞�
　３０合併市町村基本計画�

＜協議事項＞�
　５議会議員の定数及び任期の取扱い�
　６農業委員会委員の定数及び任期の取扱い�
　７特別職の身分の取扱い�
　８一般職の職員の身分の取扱い�
　９財産の取扱い�
　１０条例、規則等の取扱い�
　１１事務組織及び機構の取扱い�
　１２行政連絡機構の取扱い�
　１３慣行の取扱い�
　１４公共的団体等の取扱い�
　１５町名・字名の取扱い�
　３０合併市町村基本計画�
＜報告事項＞�
　２９各種事務事業の取扱い�

＜協議事項＞�
　１６土地利用の取扱い�
　１７上下水道事業の取扱い�
　１８地方税の取扱い�
　１９国民健康保険事業の取扱い�
　２０介護保険事業の取扱い�
　２１保健衛生事業の取扱い�
　２２使用料、手数料の取扱い�
　２３補助金、交付金等の取扱い�
　２４一部事務組合等の取扱い�
　２５清掃事業の取扱い�
　２６消防業務及び消防団の取扱い�
　２７防災事業の取扱い�
　２８地域自治区等の設置及び都市内分権�
　３０合併市町村基本計画　�
＜報告事項＞�
　２９各種事務事業の取扱い�
　◆神奈川県から移管される事務�

＜協議事項＞�
　３０合併市町村基本計画�
＜報告事項＞�
　◆合併協定書の調印�

第１回合併協議会�
日時：５月１６日（月）�
　　　　　午後４時から 　�
場所：けやき会館５階　�

大樹の間　�

第２回合併協議会�
日時：７月１０日（日）　�

　午後２時から�
場所：城山町立公民館大
会議室（町民センター２階）�

第３回合併協議会�
８月上旬�

第４回合併協議会�
８月下旬�

第５回合併協議会�
１０月上旬�

第６回合併協議会�
１１月上旬�

表３

 　 相模原・津久井地域合併協議会委員等名簿  （平成１７年５月３０日現在）
【協議会委員】

備　　　考氏名区　　分
相模原市長小 川 勇 夫会　　長
城山町長（協議会会長職務代理）小 林 正 明

副 会 長 津久井町長天 野　 望
相模湖町長溝 口 正 夫
相模原市議会議長今 井　 満

相模原市

委　員

相模原市議会合併問題特別委員会委員長山 岸 一 雄
相模原市議会合併問題特別委員会副委員長小 林 一 郎
相模原市議会合併問題特別委員会委員久保田義則
相模原市自治会連合会会長三 橋　 豊
相模原市社会福祉協議会会長吉 本 一 夫
特定非営利活動法人男女共同参画さがみはら理事一 戸 法 子
相模原商工会議所会頭河 本 洋 次
相模原青年会議所理事長井 口　 学
相模原市農業協同組合専務理事根 岸　 清
元相模原・津久井地域合併協議会（任意協議会）まちづくりの将来ビジョン検討委員会委員長矢 越 孝 裕
城山町議会議長栄　 裕 明

城山町

城山町議会市町村合併調査特別委員会委員長小 野 志 郎
城山町議会市町村合併調査特別委員会副委員長八木大二郎
城山町議会市町村合併調査特別委員会委員菊地原一朗
元相模原・津久井地域合併協議会（任意協議会）委員串 田 茂 美
元相模原・津久井地域合併協議会（任意協議会）委員内 田 昭 和
元相模原・津久井地域合併協議会（任意協議会）委員窪 田 雅 詞
元相模原・津久井地域合併協議会（任意協議会）委員柳 川 静 �

元相模原・津久井地域合併協議会（任意協議会）委員齋 藤 久 雄
元相模原・津久井地域合併協議会（任意協議会）委員中 里 州 克
津久井町議会議長小 嶋 省 二

津久井町

津久井町議会副議長大 用 順 司
津久井町議会市町村合併問題特別委員会委員長宮 下 奉 機
津久井町議会市町村合併問題特別委員会副委員長向 山　 武
津久井町自治会連合会会長西 川　 堯
津久井町社会福祉協議会会長落 合 宣 明
津久井町婦人会連絡協議会会長尾 � 洋 子
津久井町商工会会長関 戸 昌 邦
津久井町観光協会会長代行湯 川　 齊
元相模原・津久井地域合併協議会（任意協議会）まちづくりの将来ビジョン検討委員会委員小 嶋 重 春
相模湖町議会議長荒 井 正 次

相模湖町

相模湖町議会市町村合併調査特別委員会委員長永 井 宏 一
相模湖町議会市町村合併調査特別委員会副委員長高 橋 絢 子
相模湖町議会総務民生常任委員会委員長大神田日本
相模湖町自治会代表石 川 幸 夫
相模湖町社会福祉協議会会長宮 � 嘉 博
相模湖町ＰＴＡ連絡協議会女性理事大 竹　 栄
相模湖町商工会副会長前 田 建 二
相模湖観光協会会長所 谷 嘉 昭
元相模原・津久井地域合併協議会（任意協議会）まちづくりの将来ビジョン検討委員会委員永 井　 充
津久井青年会議所理事長高 橋 幸 一

３町共通
津久井郡農業協同組合専務理事柿 澤 宣 雄
相模原津久井地域連合事務局長森　 繁 之１市３町共通
神奈川県広域行政担当部長田 中 克 己

神奈川県
神奈川県津久井地域県政総合センター所長小 林　 弘

【アドバイザー】
東海大学政治経済学部教授吉 田 民 雄

アドバイザー
一橋大学大学院法学研究科教授辻　 琢 也
横浜国立大学大学院工学研究院助教授高見沢　 実
明治大学政治経済学部助教授牛山久仁彦

【監　　事】
城山町代表監査委員有 山 正 則

監　　　事 津久井町代表監査委員渋 谷 幸 夫
相模湖町代表監査委員加 藤 純 久

行われました。（詳しくは４面をご覧
ください。）
高見沢アドバイザー
　このような形で新たに法定協議会
が設置されたことを非常に喜ばしく
思います。また、粘り強くこういう
場にたどり着いたことに対し、関係
の皆様方に敬意を表したいと思いま
す。
　この合併協議を経て、今までの市
町を単に足し合わせただけでなく、
新しい２１世紀の価値を創造するよう
な結果として結実しますよう期待し
たいと思います。

だく考えでいる。

　　　　　　　　　　　　　　　　
（２）今後の協議会開催日程（案）について

　　　　　　　　　　　　　　　　
　第２回は、７月１０日（日）午後２
時から城山町立公民館大会議室（町
民センター２階）で行うこととなり
ました。（詳しくは、４面の会議開
催のお知らせをご覧ください。）

　　　　　　　　　　　　　　　　
（３）その他

　　　　　　　　　　　　　　　　
　平成１７年３月３１日をもって解散し
た任意の合併協議会である相模原・
津久井地域合併協議会の決算報告が

合併の方式（編入合併と新設合併）の主な比較 
新設合併編入合併

新たに制定する。
編入する市町村の名称とすることが
多いが新たに制定することができ
る。

合
併
市
町
村

の
名
称

消滅する合併関係市町村の長は失職
する。

編入する市町村の長は変わらず、編
入される市町村の長は失職する。

市
町
村

の
長

原則として消滅する合併関係市町村
の議会の議員は失職し、合併市町村
において設置選挙を行う。ただし、
定数、任期などについて※合併新法
による特例がある。

原則として編入する市町村の議会の
議員は在任し、編入される市町村の
議会の議員は失職する。ただし、定
数、任期などについて※合併新法に
よる特例がある。

議
会
の
議
員

※合併新法：平成１７年４月１日に新たに施行された「市町村の合併の特例等に関する法律」をいう。

表１


